
�愛媛県告示第３４１号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３４２号
理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１１条の４第２項の規定によ

り、次のとおり講習会を指定した。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 講習会の名称

管理理容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都江東区有明３丁目７番２６号 有明フロンティアビルＢ棟

９階

財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成２５年８月１２日、平成２５年８月１９日、平成２５年８月２６日の３

日間

４ 講習場所

松山市北持田町三丁目８番１５号

愛媛県総合社会福祉会館

５ 受講料

１８，０００円

�������
�愛媛県告示第３４３号
美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第１２条の３第２項の規定によ

り、次のとおり講習会を指定した。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 講習会の名称

管理美容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都江東区有明３丁目７番２６号 有明フロンティアビルＢ棟

発 行 愛 媛 県
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９階

財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成２５年８月１２日、平成２５年８月１９日、平成２５年８月２６日の３

日間

４ 講習場所

松山市北持田町三丁目８番１５号

愛媛県総合社会福祉会館

５ 受講料

１８，０００円

�������
�愛媛県告示第３４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、西予市野村町野村、西、蔵良、鳥鹿野及び釜川並びに同市城

川町川津南、魚成、古市及び田穂地域に係る県営土地改良事業計画

を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の

規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供

する。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用道路整備事業・東宇和東部地区）変

更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２５年４月３日から５月１日まで

３ 縦覧場所

西予市役所本庁、野村支所及び城川支所

�������
�愛媛県告示第３４５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、西予市野村町予子林、野村、阿下、中通川及び蔵良並びに同

市城川町田穂地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同

条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のと

おり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・東宇和東部地区）変更計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成２５年４月３日から５月１日まで

３ 縦覧場所

西予市役所本庁、野村支所及び城川支所

�������
�愛媛県告示第３４６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、西予市野村町坂石、西、鎌田、平野、高瀬、野村及び阿下並

びに同市城川町嘉喜尾、男河内及び魚成地域に係る県営土地改良事

業計画を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第

５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦

覧に供する。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・東宇和東部地区）変更

計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２５年４月３日から５月１日まで

３ 縦覧場所

西予市役所本庁、野村支所及び城川支所

�������
�愛媛県告示第３４７号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 生田地区 平成２５年２月２８日

�������
�愛媛県告示第３４８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

大洲市長浜町出海丙８の５

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第３４９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町緑甲１２２６の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第３５０号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

愛 媛 県 報平成２５年４月２日 第２４５８号
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平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

今治市玉川町鈍川字柱ヶ谷庚４３２の２、庚４３２の１２、庚４３２の１３、

玉川町與和木字コセブラ甲５７２、字コセフラ甲８６０の１、乙６の３、

乙９の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

玉川町鈍川字柱ヶ谷庚４３２の２、庚４３２の１２、庚４３２の１３

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５１号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

今治市玉川町小鴨部字三谷乙９６の２、字天ヶ森乙１４８の２、字

ゾゴノ谷乙１６６、字谷山乙１７６の２、乙２０７の２、乙２１８の１から乙

２１８の３まで、字黒谷乙１９７、字禅ヶ乙２２０の２、乙２２１の２、乙２２１

の１１から乙２２１の１４まで、乙２２２の２、乙２２２の３、乙２２３の１、乙

２２６の１、字中山乙２４９の１、乙２４９の４、乙２５５の５、字大谷乙３１１、

玉川町畑寺字山ノ神乙２２４、字ズ井京乙２３１、字棚田乙２６６の１、

玉川町鈍川字コシト庚１７０の１、庚１７０の２８、字マトコヤ越庚１９８

の１、庚１９８の３９から庚１９８の４２まで、字金山庚２３８の１、字金山

赤土庚２４１の１、庚２４１の３３、字ナカヲ庚３５２の１

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第３５２号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

平成２年４月９日農林水産省告示第５１４号（二に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５３号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

平成４年３月１３日農林水産省告示第３３４号（一に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５４号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２５年４月２日から４月１５日まで

�������
�愛媛県告示第３５５号
愛媛県内水面漁場管理委員会指示第９号に基づき、コイがコイヘ

愛 媛 県 報平成２５年４月２日 第２４５８号
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ルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると認めら

れた県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面の範囲を、

平成２５年４月１日次のとおり定めた。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 四国中央市の藤谷池及び二級河川川茂川水系川茂川の本支流並

びにこれらと連接して一体を成す内水面

２ 二級河川渦井川水系渦井川の本支流及びこれと連接して一体を

成す内水面

３ 御舟川雨水幹線、観音水雨水幹線及び新川雨水幹線並びにこれ

らと連接して一体を成す内水面

４ 西条市北条１４０７番１地先の遊水池、二級河川崩口川水系崩口川

及び二級河川一ツ橋川水系一ツ橋川の本支流並びにこれらと連接

して一体を成す内水面

５ 二級河川大曲川水系大曲川及び二級河川新川水系新川の本支流

並びにこれらと連接して一体を成す内水面

６ 愛媛県と高知県の県境から上流の一級河川渡川水系広見川、目

黒川及び家地川の本支流並びにこれらと連接して一体を成す内水

面

７ 二級河川来村川水系来村川及び二級河川神田川水系神田川の本

支流並びにこれらと連接して一体を成す内水面

�������
�愛媛県告示第３５６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、宇和島市長から次のとおり公共測量が

終了した旨の通知があった。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（デジタルマッピング）

２ 作業期間 平成２４年１１月２０日から

平成２５年２月２８日まで

３ 作業地域 宇和島市

�������
�愛媛県告示第３５７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局大洲河川国

道事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（１／２，５００地形図作成）

２ 作業期間 平成２４年５月１５日から

平成２５年３月２１日まで

３ 作業地域 愛南町

�������
�愛媛県告示第３５８号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、県営住宅の家賃の収納の事務を次のとおり委託した。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 委託した事務の範囲及び内容

県営住宅家賃のうち、県営住宅を退去した者に係る滞納家賃の

収納の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

ニッテレ債権回収株式会社

東京都港区芝浦三丁目１６番２０号

３ 委託期間

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第３５９号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、県営住宅の家賃及び県営住宅駐車場使用料の収納の事務を

次のとおり委託した。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 委託した事務の範囲及び内容

愛媛県中予地方局管内の県営住宅の家賃及び県営住宅駐車場使

用料の収納の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

愛媛県営住宅管理グループ

代表者 株式会社第一ビルサービス

構成員 新日本建設株式会社

広島市中区大手町五丁目３番１２号

３ 委託期間

平成２５年４月１日から平成２９年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第３６０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２５年４月２日

愛媛県西条保健所長 新 山 徹 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� 製品化工程排ガス水洗塔（４３Ｔ－７９４）

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり３，５００立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１４日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日
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特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 １．５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４８

最大 ７２

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

� 膜入口１段目気液分離塔（Ｄ－９９１）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり５００立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後７日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５～６

最大 ４～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０

最大 ０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ０．４

備考 汚水等は、ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� 膜出口気液分離塔（Ｄ－９９３）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり５００立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後７日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５～６

最大 ４～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０

最大 ０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．１

最大 ０．２

備考 汚水等は、ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設

設 置 年 月 日 平成２１年１月３１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 酸素ばっ気式活性汚泥処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製
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処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 １６０メートル 横 ７１メートル
高さ ６．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１０，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿及び酸素ばっ気式活性汚
泥方式

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８～１２

最大 ８～１２

通常 ７～８

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９６８．２

最大 １，１６２．６

通常 ２０５．５

最大 ２８７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４３６．４

最大 ８８１．５

通常 ３３．４

最大 ７１．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，２２３．３

最大 １，５００．２

通常 ２０７．２

最大 ２１２．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６．５

最大 ３１．９

通常 ３．２

最大 ５．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５，０６０

最大 ６，０２６

通常 ５，０６０

最大 ６，０２６

� ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 散気式活性汚泥処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 １２７メートル 横 ８５メートル
高さ ６．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿及び散気式活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～４．０

最大 ２．０～４．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５３８．２

最大 １，２４２．１

通常 １２４．６

最大 １８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４２６．５

最大 ８６２．１

通常 ３３．７

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６０８．０

最大 ７１７．６

通常 ２１３．６

最大 ２４０．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３４．９

最大 ６８．９

通常 ５．１

最大 １１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３，１７２

最大 １５，３８０

通常 １３，１７２

最大 １５，３８０

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大

の値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５．３６

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９．４６

最大 ６９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０．２３

最大 ３０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５６

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４６，６９９

最大 ３２７，０００

� 東総合排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０
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�愛媛県告示第３６１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２５年４月２日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２５年３月２５日

３ 指定道路の位置

四国中央市川之江町字松之本２４４７番１の一部、２４４８番１の一部、

２４４８番３の一部及び２４４８番３地先水路

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ５３．５６メートル

� 幅員 ４．００メートル

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年４月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公表第８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２５年４月２日

愛媛県監査委員 岸 新

同 住 田 省 三

同 笹 岡 博 之

同 佐 伯 滿 孝

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

備考 この他に、雨水排水口が３５箇所ある。

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年３月１９日 特定非営利活動法人花 河 野 巧 松山市辻町１３番１５号 この法人は、障害者に対して、その自立した生
活を支援する活動に関する事業を行い、もって
障害者の社会への参加機会の拡大を図ることを
通じ、地域社会全体の利益に寄与することを目
的とする。

監 査 公 表 （措置の内容）

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措

置の際に負担金の制度を十分説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、平成１５年度に制定した「児童

福祉施設入所負担金徴収マニュアル」に基づき、所内に滞納整理班

を設け、四半期毎に徴収会議を開催するほか、個別滞納整理表の作

成により未納者の状況把握と徴収可能な債務者の選別をし、臨戸訪

問等による重点的な滞納整理に努めた。

今後とも、保護者との連絡を密にし、収入の確保に努めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成２３年１２月３１
日現在

平成２４年度への
繰越額（平成２３
年度末現在）

平成２４年１２月３１
日現在

平成２３年度分 ５，１４６，９６０ ５，６８４，９６０ ５，５８３，８４０

滞納繰越分 ４０，３２９，５６３ ２９，４８２，４８３ ２９，２９４，５１３

計 � ４５，４７６，５２３ ３５，１６７，４４３ ３４，８７８，３５３

平成２４年度分� ― ― ４，９９４，２９０

合計（�＋�） ４５，４７６，５２３ ３５，１６７，４４３ ３９，８７２，６４３

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 児 童 相 談 所 平成２４年５月１７日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 央 児 童 相 談 所 平成２４年５月２３日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２３年度 ５，６８４，９６０ ２９，４８２，４８３ ３５，１６７，４４３

平成２４年５月
３１日現在２２年度 ５，９５５，３８０ ３５，７３６，２９３ ４１，６９１，６７３

差引増減 △２７０，４２０ △６，２５３，８１０ △６，５２４，２３０
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�公表第９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２５年４月２日

愛媛県監査委員 岸 新

同 住 田 省 三

同 笹 岡 博 之

同 佐 伯 滿 孝

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２３年度 ２，４１５，８８０ ６，１７２，７６８ ８，５８８，６４８

平成２４年５月
３１日現在２２年度 １，７２８，４７０ ８，５９４，４０８ １０，３２２，８７８

差引増減 ６８７，４１０ △２，４２１，６４０ △１，７３４，２３０

（措置の内容）

収入未済額については、督促状の送付、電話催告、戸別訪問を実施

し、収入未済額の縮減に努めている。なお、今後発生する負担金に

ついては、面接やケース訪問時を利用し、期限内納入の啓発に努め

たい。

区 分

収入未済額（円）

平成２３年１２月３１
日現在

平成２４年度への
繰越額（平成２３
年度末現在）

平成２４年１２月３１
日現在

平成２３年度分 １，９６１，１４０ ２，４１５，８８０ ２，２５７，８８０

滞納繰越分 ６，５０７，７１８ ６，１７２，７６８ ５，６５３，２７８

計 � ８，４６８，８５８ ８，５８８，６４８ ７，９１１，１５８

平成２４年度分� ― ― ２，１４１，０００

合計（�＋�） ８，４６８，８５８ ８，５８８，６４８ １０，０５２，１５８

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 児 童 相 談 所 平成２４年５月１５日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２３年度 ８８８，９１０ ２，７８５，４７０ ３，６７４，３８０

平成２４年５月
３１日現在２２年度 １，０６６，０３０ ３，１４５，８４０ ４，２１１，８７０

差引増減 △１７７，１２０ △３６０，３７０ △５３７，４９０

（措置の内容）

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措

置の際に負担金の制度を十分に説明するなどして、適期収入に努め

た。

また、滞納となったものについては、督促状、催告書を送付すると

ともに、徴収会議を四半期毎に開催し、未納者の状況把握と徴収可

能な債務者の選別を実施、訪問又は電話による重点的な納入催告に

努めた。

その結果、平成２４年度に繰り越した未収金３，６７４，３８０円のうち、平

成２４年１２月末現在１３，６４０円を収納した。

今後とも、負担金の適期収入に留意するとともに、滞納繰越分につ

いては、保護者との連絡を密にし、効果的な督促に努め、収入の確

保に努めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成２３年１２月３１
日現在

平成２４年度への
繰越額（平成２３
年度末現在）

平成２４年１２月３１
日現在

平成２３年度分 ７１６，４５０ ８８８，９１０ ８８８，９１０

滞納繰越分 ２，９０６，６５０ ２，７８５，４７０ ２，３７３，６３０

計 � ３，６２３，１００ ３，６７４，３８０ ３，２６２，５４０

平成２４年度分� ― ― １，１６６，０６０

合計（�＋�） ３，６２３，１００ ３，６７４，３８０ ４，４２８，６００

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 平成２４年９月３日

（監査の結果）

職員の不注意により警察車両による事故が発生（７件）し、相手方

への被害並びに当該車両及び相手車両の毀損があった。

（措置の内容）

１ 県警においては、交通事故の実態を踏まえ、３つの施策を重点に職

員の交通事故防止に取り組んでいる。

� 一つは、「事故防止に対する意識付けの徹底」である。

具体的には、

○ 朝礼等を活用した、職員同士の体験発表による注意喚起

○ 幹部立会による運行前車両点検、整備の実施による愛車精神

の醸成

○ 随時監察や各種会議等における、タイムリーな事故実例を教

材とした事故防止教養

などを繰り返し、全職員に対する事故防止意識の高揚と浸透の徹

底を図っている。

� 二つは、「運転技能訓練の強化」である。

若手職員等の運転技術未熟に起因する事故を防止するため、

○ 各署に配属される前の警察学校初任科生を対象に、二輪乗車

等における運転技能訓練

○ 署に配置の若手職員を対象に、自動車教習所などにおける運

転技能訓練

を行い、運転技術向上に努めている。

� 三つは、「交通事故当事者に対する再発防止対策」である。

公用・私用を問わず、事故を起こした職員に対し、

○ 運転適性検査の再実施

○ 実技指導の再実施

○ 本部主管課幹部による現地指導

などを実施し、再び事故をじゃっ起させない対策を推進している。

２ これら、「意識付けの徹底」「訓練強化」「再発防止対策」の施策

を併合的に進めるとともに、事故発生時の損失や影響を理解させる

職場教養を行い、職員の交通事故防止の徹底を図っている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

環 境 政 策 課 平成２５年１月１１日

（監査の結果）

キスケ株式会社に対する平成２３年度愛媛県民間施設省エネ・グリー

ン化推進事業費補助金について、補助対象経費である工事請負代金

額の積算内容に誤りがあったため、２８１，０００円が過大に交付されてい

た。補助金の交付に係る審査を適正に行われたい。
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�愛媛県内水面漁場管理委員会指示第９号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項及び第１３０条第４項

の規定に基づき、コイ（マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。）

に関する持ち出しの制限、放流等の制限及び遺棄の禁止について、

平成２５年４月１日次のとおり指示した。

平成２５年４月２日

愛媛県内水面漁場管理委員会

会長 本 多 義 雄

１ 指示の内容

� 持ち出しの制限

県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面（以下

「公共用水面等」という。）において、コイがコイヘルペスウ

イルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると愛媛県知事

が認めた場合は、愛媛県知事が範囲を定め、公表する水域のコ

イを持ち出してはならない。ただし、公的機関が試験研究又は

検査に供する場合は、この限りでない。

� 放流等の制限

県内の公共用水面等へのコイの放流は、放流用のコイが次に

掲げる要件のすべてに該当する場合以外は、してはならない。

ただし、採捕したコイを採捕した公共用水面等へ再放流する場

合はこの限りでない。

ア コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するもので

ないこと。

イ コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するコイと

水を介しての接点がないこと。

ウ ＰＣＲ（ポリメラーゼ連鎖反応）検査で陰性が確認された

コイ群であること。

� 遺棄の禁止

生死を問わず、県内の公共用水面等にコイを遺棄してはなら

ない。

� �の指示は、焼却等の処分をするコイについては、適用しな
い。

２ 指示の期間

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第９２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）におけるさわら流し網漁業及びさごし、め

じか流し網漁業について、平成２５年４月１日に次のとおり指示した。

平成２５年４月２日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

� さわら流し網漁業については、５月１日から５月３１日までの

間操業を禁止する。

� さごし、めじか流し網漁業については、８月１日から９月３０

日までの間操業を禁止する。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１

日までとする。

（措置の内容）

過大に交付していた補助金２８１，０００円について、平成２５年２月５日

付けでキスケ株式会社から実績の再報告を受け、補助金額の再確定

を行うとともに、過大に交付していた補助金の返還命令を行い、平

成２５年２月２２日付けで当該金額の返還を確認した。

雑 報

平成２５年４月２日 発行
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